
●訪問看護師による自宅療養者の健康観察

▶大阪府においては、第４波の感染拡大において、自宅療養者が最大15,000人を超えた。
▶自宅療養者に対し、電話等による健康観察を行っているが、新たに、保健所長が必要と認めた
患者に対し、訪問看護師が直接自宅に健康相談に訪問する体制を整備する。

▶訪問看護ST協会と委託契約(ST協会会員施設に協力を要請)。保健所に管轄内の訪問看護事業所のリストを提示。
▶訪問時（健康観察での緊急対応やケア実施は対象外）の患者の状況に応じて、保健所長が救急要請、入院等の
必要性を判断・対応を行う。
▶委託で実施、資器材の支援（マスクN95、ガウン等）
▶大阪府管轄の保健所地域から順次実施予定。
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